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    都道府県 

各  指定都市  民生主管部（局）  御中 

     中 核 市 

 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 子 育 て 支 援 課 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

                  

防災情報を５段階の「警戒レベル」により提供することの社会福祉施設等への周知（依頼） 

 

 平素より福祉・防災行政の推進について格別なる御高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 社会福祉施設等は、自力避難が困難な高齢者・障害者等も多く利用されており、災害時

には避難に時間を要することから、利用者の安全を確保するためには、豪雨・地震・洪水

・土砂災害・高潮・内水氾濫等の各種災害に備えた十分な避難対策が必要です。 

 このため、社会福祉施設等については、運営基準省令や通知に基づき非常災害対策計画

を作成しており、避難を開始する時期・判断基準などについては、「避難準備」情報の発

令を目安としていると承知しています。（※１） 

本年３月 29 日に「避難勧告等に関するガイドライン」（内閣府（防災担当）策定）が改

定され、避難勧告等の発令について、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防

災情報を５段階の警戒レベルにより提供し、とるべき行動の対応が明確化されました。 

具体的には、これまでの「避難指示」「避難勧告」「避難準備」といった発令では多様

かつ難解であったとされているのを、「警戒レベル」を数字で表記し、「警戒レベル３」

を高齢者等避難、「警戒レベル４」を全員避難とし、避難のタイミングが明確化されまし

た。また、社会福祉施設等の管理者等は、気象庁から「警戒レベル２」の情報が発表され

た場合など、リアルタイムで発信される防災気象情報を自ら把握し、早めの避難措置を講

じる必要があるとされました。（※２）
 

 このことを踏まえ、各都道府県・指定都市・中核市におかれては、社会福祉施設等にお

ける災害時の避難が確実に行われるよう、今般改定した「避難勧告等に関するガイドライ

ン」では、これまでの「避難準備」が「警戒レベル３」（高齢者等避難）へと表記・伝達

が変更されていること等について、管内市町村、社会福祉施設等、関係機関及び関係団体

等に広く周知徹底していただきますようお願いいたします。 

 あわせて、社会福祉施設等の避難を開始する時期・判断基準が、利用者の状態、職員数

や設備等の施設の状況（日中と夜間では対応できる職員数が違う等も留意）を踏まえて算

出（※３）した避難にかかる時間に照らして、適切なものかどうか、管内施設に対し、今一

度確認をお願いいたします。 

 なお、今般の「警戒レベル」の運用開始に伴う、社会福祉施設等の非常災害対策計画上

の避難を開始する時期・判断基準の記載は、これまでの避難情報を「警戒レベル」と読み

替えることで足り、直ちに修正を求めるものではありません。ただし、次回の計画見直し

の機会などに適宜修正をお願いいたします。 

 



  

※１ 利用者の避難を含む非常災害対策計画の関係規定（指定介護老人福祉施設（特別養護

老人ホームの例）） 

○ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年３月 31 日厚生

省令第 39 号） 

（非常災害対策） 

第二十六条 指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災

害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知す

るとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

○ 介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底

について（平成28年９月９日老総発0909第１号、老高発0909第１号、老振発0909第１

号、老老発0909第１号  厚生労働省老健局総務課長他通知） 

２ 非常災害対策計画の策定及び避難訓練について 

【具体的な項目例】 

・介護保険施設等の立地条件（地形等） 

・災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等） 

・災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体、家族、職員等） 

・避難を開始する時期、判断基準（「避難準備情報発令」時等） 

・避難場所（市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース等） 

・避難経路（避難場所までのルート（複数）、所要時間等） 

・避難方法（利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩等）等） 

・災害時の人員体制、指揮系統（災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数等） 

・関係機関との連携体制           等 
 

 
 

※２ 内閣府（防災）のホームページ 
    「避難勧告等に関するガイドラインの改定（平成 31 年 3 月 29 日）」 

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/index.html 

 
 
 

※３ 内閣府（防災）のホームページ 
「要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集（水害・土砂災害）」 

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/pdf/hinanjireishu.pdf 
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